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30歳以上のキッコーマン健保組合加入者（本人＆家族）で、人間ドック補助の例外適用を希望の方へ

昨年度より人間ドック補助は、「キッコーマン総合病院」または「㈱バリューHR契約病院」の
契約人間ドックコースを対象としています。ただし、2024年度までは制度移行の経過措置と
して、契約にない病院や特別な人間ドックコースを理由があって希望される場合には、
例外の補助適用を行っています。
この適用には、健診受診前に健保組合あてに希望届をご提出いただくことが必要です。
例外希望の多いケースを少しでも来年度以降の契約締結につなげるため、
現時点で希望のある方は6月末までに希望届の提出をお願いします。
㈱バリューHRの2024年度契約病院リストは、「健診予約サイト」または
別添ファイル「2024人間ドック契約病院リスト」でご確認ください。

例外申請については、「2024人間ドック補助 例外申請のご案内」参照

https://kikkoman-kenpo.or.jp/documents/pdf4/2024_dock_reigai_annai.pdf

希望届の書式は、キッコーマン健康保険組合HP　「各種申請書ー●健康づくり●」参照
キッコーマン健康保険組合｜各種申請書 (kikkoman-kenpo.or.jp)

＜キッコーマン健康保険組合の「人間ドック補助制度」＞

（1）目的 疾病の早期発見、早期治療に役立てる

（２）対象者 30歳以上のキッコーマン健保組合加入者（本人、家族）

（３）対象 キッコーマン総合病院or㈱バリューHR契約病院の契約コース・オプション検査

（４）補助額 人間ドックコース（対象オプション検査含む）の利用料の7割（上限5万円・税込）

（５）回数 年1回（4月～翌年1月）

これから人間ドックの受診予約をされる方へ

㈱バリューHR契約病院での補助受診の受け方や「健診予約サイト」については、
「2024年度人間ドック補助申請について」をご参照ください。

shinseisho_2024_dock.pdf (kikkoman-kenpo.or.jp)

現行の保険証は、今年12月2日に新規発行を終了し、原則マイナ保険証に切り替わることが
報道されています。現行の健康保険証は、来年2025年12月2日以降は使用できません。
マイナ保険証が使用できない加入者に対しては、健保組合が保険証に代わる
「資格確認書」を発行する予定です。（必要な手続きなどは、決定しだいお伝えしていきます）
マイナ保険証利用により、医療事務の効率化や医療サービスが向上することで、増大する
国民医療費を抑制し、日本の健康保険制度を維持していくことが期待されています。
病院でマイナ保険証提示を求められる例も増えています。
切り替えにあたって、加入者の皆様にはご協力をお願いいたします。

全国の分娩を取り扱う施設（病院、診療所及び助産所）の特色・サービスや費用についての
情報提供を行うウェブサイト「あなたにあった出産施設を探せるサイト『出産なび』」が
新設されました。

「出産なび」へようこそ｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)

以上
https://kikkoman-kenpo.or.jp/

健　保　速　報

「人間ドック補助例外適用希望届」は6月末までにご提出願います

「出産なび」（厚労省新設サイトのご紹介）

「健康保険証」の廃止について（情報連絡）
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